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令和８年度青森県農山漁村女性の活躍応援事業費補助金交付要綱 

 

 （趣旨）  

第１ 県は、農山漁村女性起業（県内の農山漁村において農林水産資源を活用した直売、

加工、農漁家レストラン、農漁家体験交流等に取り組み、収益を得ている女性又はこれ

らの女性が中心となり組織する団体をいう。）の活動を持続的に発展させ、更なる収益

の増加はもとより、優れた技術の伝承や若手女性起業の育成、雇用拡大による地域活性

化を図るため、農山漁村女性（団体を含む。以下「事業実施主体」という。）が実施す

る農山漁村女性の活躍応援事業に要する経費について、令和８度予算の範囲内におい

て、事業実施主体に対し、青森県農山漁村女性の活躍応援事業費補助金（以下「補助金」

という。）を交付するものとし、その交付については、青森県補助金等の交付に関する

規則（昭和４５年３月青森県規則第１０号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、この要綱の定めるところによる。 

 

 （補助事業） 

第２ 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次の要件を全て満

たし、令和８年度青森県農山漁村女性の活躍応援事業公募要領（令和８年５月）により

補助金の交付対象として認められた取組とする。 

（１）農林水産資源を活用する取組であること。 

（２）家族経営協定等で起業部門を設定しているか、又は、事業実施期間中に起業部門

を協定等で設定することが確実であること。法人又は農業者の組織する団体の場合

は、定款や規約等に起業部門が位置付けられていること、又は位置付けることが確

実であること。 

（３）事業内容の実現性が高い取組であること。 

（４）地域における雇用創出や技術の伝承による担い手の育成など、地域全体への波及

効果が高い取組であること。 

 

 （補助対象経費及び補助金の額） 

第３ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額

は、別表のとおりとする。 

 

 （申請書等） 

第４ 規則第３条第１項の申請書は、第１号様式によるものとする。 

２ 規則第３条第２項及び第３項の規定により前項の申請書に添付しなければならない

書類は、次のとおりとする。 

（１）補助対象経費の内容を明らかにする設計書又は見積書 

（２）事業実施主体が団体にあっては、当該団体の組織及び運営に関する規約並びに当

該年度収支予算書及び前年度収支決算書等の写し 

（３）その他知事が必要と認める書類 

 

 （補助金の交付の条件） 

第５ 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第５条の規

定により付された条件となるものとする。 

（１）補助事業に要する経費について、次に掲げる変更を加える場合は、事業変更承認
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申請書（第２号様式）を知事に提出してその承認を受けること。 

ア 事業実施主体の変更（組織形態を変更する場合に限る。） 

イ 施設の設置場所の変更 

ウ 事業費の２０パーセントを超える増減を伴う変更 

エ 補助金の増を伴う変更 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合において、事業中止（廃止）承認申請書（第

２号様式）を知事に提出してその承認を受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場

合において、速やかにその旨を知事に報告してその指示を受けること。 

（４）補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかに

する書類、帳簿等を備え付け、これらを令和９年４月１日から５年間保管しておく

こと。 

（５）補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもっ

て管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図

ること。 

（６）補助事業によって取得し、又は効用の増加した１０万円以上の財産について財産

管理台帳（第３号様式）その他関係書類を第１１に規定する期間整備保管すること。 

（７）規則第１９条本文の規定により知事の承認を受けて財産を処分したことにより収

入があった場合において、知事の定めるところにより、当該収入の全部又は一部を

県に納付すること。 

（８）補助事業が完了した年度の翌年度から５年間、補助事業によって取得し、又は効

用の増加した財産の各年度の利活用状況について、事業実施状況報告書（第４号様

式）を作成し、当該年度分についてその翌年度の４月末日までに知事に報告するこ

と。 

 

 （申請の取下げの期日） 

第６ 規則第７条第１項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交

付の決定の通知を受けた日から起算して１５日を経過した日とする。 

 

 （補助金の交付方法） 

第７ 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、知事が必要があると認めるときは、

概算払により交付することがある。 

 

 （補助金の請求） 

第８ 補助金の請求は、補助金（概算払）請求書（第５号様式）を知事に提出して行うも

のとする。 

 

 （実績報告） 

第９ 規則第１２条の規定による報告は、補助事業の完了の日（補助事業の廃止の承認を

受けた場合は、その日）から起算して３０日を経過した日又は令和９年４月１０日のい

ずれか早い期日までに実績報告書（第６号様式）に財産管理台帳（第３号様式）の写し

その他知事が必要と認める書類を添えて行うものとする。 
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 （処分の制限を受ける財産） 

第１０ 規則第１９条第４号及び第５号の規定により処分の制限を受ける財産は、取得価

格又は効用の増加価額が１件１０万円以上の機械及び器具とする。 

 

 （処分の制限を受ける期間） 

第１１ 規則第１９条ただし書の規定により財産の処分の制限を受ける期間は、減価償却

資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数を経

過するまでの期間とする。 

 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１０日から施行する。 
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別表（第３関係） 

補助対象経費 補助金の額 

  

１ 機械施設整備費 

  機械、簡易な施設等の購入、借用及び改良に要する経費 

  （備品購入費、消耗品費、工賃、送料等） 

 

２ 新商品開発費 

  新商品の開発や既存商品の改良に要する経費 

（消耗品費、委託費、講師派遣費、講座参加費等） 

 

３ 販売促進費 

販売促進や販路拡大に要する経費 

（イベントへの参加費、会場使用料、市場調査費、商談

に係る旅費、ＰＲ資材の作成費等） 

 

４ 技術伝承・担い手育成費 

交流会や研修会の開催等に要する経費 

（消耗品費、会場使用料、講師派遣費等） 

 

５ 事務費 

    事務用品の購入に要する経費 

  （消耗品費、送料等） 

 

６ その他の経費 

  上記に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める経費 

 

補助対象経費の２分の

１に相当する額又は

500 千円のいずれか低

い額以内の額 
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第１号様式（第４関係） 

 

年  月  日 

 

 

青森県知事        殿 

 

 

          住 所 

申請者     

     氏名（名称及び代表者氏名）                     

 

 

令和８年度青森県農山漁村女性の活躍応援事業費補助金交付申請書 

 

 

 令和８年度において実施する農山漁村女性の活躍応援事業について、補助金の交付を受

けたいので、青森県補助金等の交付に関する規則第４条の規定により、関係書類を添えて

補助金     円の交付を申請します。 

 

 

記 
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１ 事業の内容等 

    別添令和８年度青森県農山漁村女性の活躍応援事業実施計画（又は報告）書のとおり 

 

２ 収支予算（又は精算） 

（１）収入の部 

区 分 予算（又は精算）額（円） 備 考 

県補助金 

 

自己資金 

 

そ の 他 

  

合  計   

    ※備考欄には、「自己資金」については調達方法又は制度資金等を利用する場合の 

資金名・額等を、「その他」についてはその内容を、具体的に記載すること。 

 

（２）支出の部                                                         

区  分 
予算(又は精算)額 

（円） 

負担区分 

備 考 県補助金 

（円） 

自己資金 

（円） 

その他 

（円） 

      

合  計      

※区分欄には、別表「補助対象経費」の項目を記載すること。 

 

３ 補助事業完了（予定）年月日     年  月  日 
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（別添） 

令和８年度青森県農山漁村女性の活躍応援事業 

実施計画（又は報告）書 

 
１ 事業を実施する個人又は団体の概要 

個人又は団体の 

名 称 

 

                      （   歳） 

起業又は設立年月 

    年  月 

団体の代表者 

※個人は記入不要 

 

                      （   歳） 

組織人数 

          名 

所在地等連絡先 

住所 （〒   －   ） 

 

TEL                       FAX 

 
２ 事業計画の概要 
（１）内容 

事業計画名  

事業の目的  

事業の内容、方法、

場所等 

※事業実施計画書においては、地域生産物をどのように活用

し、どのように販売していくのか等の新たな取組が分かる

よう具体的に記載する。 

※事業実施報告書においては、取組の実績・効果について記載

する。 

事業実施後の目標 ※事業実施による数値目標等を記載する。 

実施予定（又は実施）

期間 
  年  月  日 から  年  月  日 

家族経営協定の締結

状況等 

※事業実施計画書においては、個人の場合で締結済みの場合

は主な締結内容を記載し協定書等を添付する。（組織・団体

の場合は、起業部門が設置されていることが分かる規約等

を添付）また、事業実施期間中に家族経営協定等を締結する

（組織・団体の場合は規約等を作成）場合は、予定の内容と

時期を記載する。 

※事業実施報告書においては、締結又は再締結した主な内容

を記載し協定書等を添付する。 

※事業の内容、実施方法、施設の設置場所等の分かりやすい資料があれば添付すること。
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（２）事業実施に要する資金の調達計画（又は実績） 

区 分 調 達 先 金 額（円） 備 考 

自 己 資 金    

助 成 金 

本事業で得ようとする補助金額 
   青 森 県   

 その他借入金等    

合  計   

    ※資金の調達実績が、調達計画と異なる場合は、異なる部分を２段書にし、変更前を上段に括弧

書すること。 

 

（３）事業予定（又は実績）額の内訳 

区 分 内 容 単 価(円) 数 量 計 (円) 

①機械施設

整備費 

    

    

小  計  

②新商品開

発費 

    

    

小  計  

③販売促進

費 

    

    

小  計  

④技術伝承

・担い手育

成費 

    

    

小  計  

⑤事務費 

    

    

小  計  

⑥その他の

経費 

    

    

小  計  

合   計  

  ※１ 単価、金額は消費税込の金額を記入すること。 

 ※２ 欄が足りない場合は、適宜追加すること。 

  ※３ 事業実績額が事業予定額と異なる場合は、異なる部分を２段書にし、変更前を上段に括弧書

すること。 

※４ 各区分ごとに、軽微な経費を除き見積書を添付すること。なお、機械施設整備は型式が分かる 

カタログ等と見積書の添付を必須とする。
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第２号様式（第５関係） 

年  月  日 

 

 

青森県知事        殿 

 

 

          住 所 

補助事業者     

     氏名（名称及び代表者氏名）                     

 

 

令和８年度青森県農山漁村女性の活躍応援事業変更（中止・廃止）承認申請書 

 

 

 令和 年 月 日付け青農水第  号で補助金の交付決定の通知を受けた令和８年度

青森県農山漁村女性の活躍応援事業について、下記のとおり変更（中止・廃止）したいの

で、令和８年度青森県農山漁村女性の活躍応援事業費補助金交付要綱第５第１号（第２号）

の規定により、その承認を申請します。 

 

記 

 

１ 変更（中止・廃止）の理由 

 

 

２ 変更（中止・廃止）の内容 

 

（注）以下第１号様式及び事業実施計画書の例により作成するものとし、 

   ① 変更の場合は、補助金の交付決定により通知された事業の内容等及び収支

予算と変更後の事業の内容等及び収支予算とを容易に比較対照できるよう変

更部分を二段書きにし、変更前を上段に括弧書きすること。 

② 中止又は廃止の場合は、中止又は廃止の年月日並びにその時点における事

業の内容等及び収支予算を記載すること。 

③ 補助金の額が増額する場合は、件名の「○○事業変更承認申請書」を「○○

事業変更及び当該事業費補助金追加交付申請書」とし、本文中の「下記のとお

り変更したいので、令和８年度青森県農山漁村女性の活躍応援事業費補助金

交付要綱第５第１号の規定により、その承認を申請します。」を「下記のとお

り変更したいので、令和８年度青森県農山漁村女性の活躍応援事業費補助金

交付要綱の規定により、補助金○○○円を追加交付されたく申請します。」と

すること。 
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第３号様式（第５、第９関係） 

 

財 産 管 理 台 帳 

 

事業実施主体名・住所  

補助事業により

取得（改良）し

た財産の内容 

導入（改良）機器、設備名 

（構造、規格、能力、台数）、

設置場所 

 

導入（改良）年月日  

経費の負担 

事  業  費（円）  

負 

担 

区 

分 

県補助金（円）  

自己資金 （円）  

そ の 他 （円）  

処分制限 
耐用年数  

処分制限年月日  

処分状況 
承認年月日  

処分の内容  

導入事業名 令和７８年度青森県農山漁村女性の活躍応援事業 

備  考  
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第４号様式（第５関係） 

年  月  日 

 

 

青森県知事       殿 

 

 

          住 所 

補助事業者     

     氏名（名称及び代表者氏名）                     

 

 

令和８年度青森県農山漁村女性の活躍応援事業 

実施状況報告書（令和 年度実施状況） 

 

 

 令和 年 月 日付け青農水第  号で補助金の交付決定の通知を受けた令和８年度

青森県農山漁村女性の活躍応援事業について、その実施状況を令和８年度青森県農山漁村

女性の活躍応援事業費補助金交付要綱第５第８号の規定により、別紙のとおり報告しま

す。 
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令和８年度青森県農山漁村女性の活躍応援事業実施状況報告書 

 

事業実施年度  事業実施者氏名：             住所： 

１ 事業計画名： 

２ 事 業 目 的： 

３ 補助事業で導入した機器等 型 式 事業費 導入年月日 耐用年数 処分制限年月日 備 考 

①       

②       

③       

区 分 補助事業で導入した機器等の活用及び起業活動の状況について※ 

 １年目 
（   年度） 

 

 ２年目 
（   年度） 

 

 ３年目 
（   年度） 

 

 ４年目 
（   年度） 

 

 ５年目 
（   年度） 

 

 ※店舗の場合は営業状況等を記載すること。
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第５号様式（第８関係） 

年  月  日 

 

 

青森県知事       殿 

 

 

          住 所 

補助事業者     

     氏名（名称及び代表者氏名）                     

 

 

令和８年度青森県農山漁村女性の活躍応援事業費補助金（概算払）請求書 

 

 

                             金          円 

 

 

 ただし、令和 年 月 日付け青農水第  号で交付決定の通知を受けた令和８年度青

森県農山漁村女性の活躍応援事業費補助金として、上記の金額を請求します。 

 

 

補助金交付決定額 確定額 既受領額 今回請求額 残 額 

円 円 円 円 円 

 ※概算払を請求するときは、確定額は空欄とすること。 

 

 

 

 

 

振 

込 

先 

金 融 機 関 名  

口 座 番 号  

口 座 名 義  

                      ※「金融機関名」は、支店（出張所）等まで記載すること。 

                        「口座番号」は、「普通」、「当座」等の区分も記載すること。 
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第６号様式（第９関係） 

年  月  日 

 

 

青森県知事       殿 

 

 

          住 所 

補助事業者     

     氏名（名称及び代表者氏名）                     

 

 

令和８年度青森県農山漁村女性の活躍応援事業完了（廃止）実績報告書 

 

 

 令和 年 月 日付け青農水第  号で補助金の交付決定の通知を受けた令和８年度

青森県農山漁村女性の活躍応援事業が完了（を廃止）したので、青森県補助金等の交付に

関する規則第１２条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 

（注） 記以下の記載要領は、第１号様式に準ずるものとする。 

    なお、軽微な変更があった場合においては、容易に比較対照できるよう変更部分   

を二段書とし、変更前を括弧書で上段に記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 


